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検察審査会

舗

縣

被
害
者
救
済
広
が
ら
り

検
察
官
の
不
起
訴
処
分
の
是

非
を
間
う
検
察
審
査
会
が
、
三

十
一
日
の
裁
判
員
制
度
開
始
と

と
も
に
大
き
く
変
わ
る
。
事
件

を
審
査
す
る
の
は
、
選
挙
人
名

簿
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
た
市
民

十

一
人
。
起
訴
す
べ
き
だ
と
す

る

「
起
訴
相
当
」

の
議
決
は
、

現
行
法

で
は
法
的
拘
束
力
を
持

た
な

い
が

、
今
後
は
再
び
不
起

訴
と
な

っ
て
も
起
訴
に
持
ち
込

む
こ
と
が

で
き
、
裁
判
と
な
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は

二
〇
〇
四

年
の
検
察
審
査
会
法
改
正

で
導

入
が
決
ま

っ
た

「
起
訴
議
決
制

度
」
で
、
民
意
を
反
映
さ
せ
る

司
法
改
革
の

一
つ
。
検
察
官
だ

け
に
認
め
ら
れ
て
き
た
起
訴
の

検察審査会が受理した
不起訴事件

(最高裁調べ。容疑別、2008年度)

ハ
ン

行
¨
政
趣
離
譲
醒
縫
鹸
撻

盛
鍛
“
詢
碗

た
ほ
か
、
審
査
中
に
弁
護
士
か
ら
法
的
助
言
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
審
査
会
が
検
察
業
務

に

つ
い
て
建
議
や
勧
告
を
し
た
場
合
、
検
事
正

が
改
善
措
置
の
有
無
や
内
容
を
報
告
す

る
こ
と

も
義
務
付
け
ら
れ
た
。
審
査
員
や
そ
の
家
族
に

対
す
る
威
迫
罪
が
新
設
さ
れ
る

一
方
で
、
呼
び

出

し
に
応

じ
な

い
審
査
員

へ
の
過
料
を

１
万
円

以
下
か
ら
１０
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
、
審
査
員

や
経
験
者

の
秘
密
漏
え

い
を
懲
役
６
月
以
下
ま

た
は
罰
金

５０
万
円
以
下
と
し
た
。
審
査

の
申
し

立

て
は
原
則

、
被
害
者
や
遺
族

、
告
訴

ｔ
告
発

人
だ
け
が

で
き
る
が

、
審
査
会
が
職
権

で
審
査

す
る
こ
と
も
可
能
。

権
限
を
市
民
も
握
る
こ
と
に
な

り
、
被
害
救
済

の
道
が
広
が
る

か
ど
う
か
注
目
さ
れ
る
。

審
査
会
は
各
地
裁
や
主
な
地

裁
支
部
に
置
か
れ
、
そ
の
数
百

六
十
五
。
審
査
員
の
任
期
は
半

年

で
、
三
カ
月
ご
と
に
半
数
が

交
代
す
る
が
、
任
期
中
は
非
常

勤

の
国
家
公
務
員
と
な
る
。

主
に
検
察
官
が
不
起
訴
処
分

と
し
た
事
件
の
告
訴

・
告
発
人

や
被
害
者
ら
の
申
し
立
て
で
、

捜
査
資
料
を
使
い
非
公
開
で
審

査
。
不
起
訴
処
分
に
誤
り
は
な

い
と
判
断
す
れ
ば

「
不
起
訴
相

当
」
、
起

訴
す

べ
き

だ
と

の
意

見
が
過
半
数
の
六
人
を
超
え
る

と

「
不
起

訴
不
当

」
、
八
人
以

上
で

「
起
訴
相
当
」
と
議
決
し
、

地
検
検
事
正
に
通
知
す
る
。

新
制
度
は
、
起
訴
相
当
の
議

決
を
受
け
、
検
察
官
が
再
捜
査

で
不
起
訴
と
し
た
り
、
三
カ
月

過
ぎ
て
も
起
訴
し
な
か

っ
た
り

し
た
場
合

、
補
佐
役

の
弁
護
士

を

交
え

二
回

目

の
審

査

を

実

施

。
八
人
以
上
が
起
訴
す
べ
き

だ
と
判
断
す
れ
ば
、
裁
判
所
が

指
定
し
た
別
の
弁
護
士
が

「検

察
官
役
」
と
な
り
、
起
訴
や
公

判
を
担
当
す
る
。
最
高
裁
に
よ

る
と
、
全
国
の
審
査
会
が
受
理

し
た
不
起
訴
事
件
は
〇
八
年
度

で
約
二
千
件
。
う
ち
業
務
上
過

失
致
死
傷
と
自
動
車
運
転
過
失

致
死
傷
の
両
事
件
が
計
約
四
百

件
と
最
も
多
か
っ
た
。

議
決
の
対
象
と
な
っ
た
の
は

昨
年
で
約
二
千
三
百
六
十
人
。

そ
の
５
ｏ
４
％
に
当
た
る
計
百

三
十
人
が
起
訴
相
当
や
不
起
訴

不
当
と
さ
れ
た
が
、
再
捜
査
の

結
果
、
起
訴
や
略
式
起
訴
と
な

っ
た
の
は
数
十
人
に
と
ど
ま

る
。
過
去
に
同
一
事
件
で
起
訴

相
当
が
二
回
議
決
さ
れ
た
の

は
、
兵
庫
県
明
石
市
で
〇
一
年

七
月
に
十
一
人
が
死
亡
し
た
歩

道
橋
事
故
だ
け
と
み
ら
れ
る
。

遺
族
側
は
二
十
一
日
、
明
石
署

の
元
副
署
長
の
業
務
上
過
失
致

死
傷
容
疑
に
つ
い
て
、
三
回
目

の
審
査
を
申
し
立
て
る
予
定

だ
。


